
草
加
松
原
太
鼓
橋
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
大
会　

参
加
者
募
集

□日
平
成
29
年
３
月
12
日
㈰　

午
前
９
時
〜

□場
草
加
小
学
校
ス
タ
ー
ト

□費
１
５
０
０
〜
３
０
０
０
円

□申
振
替
用
紙
で
は
12
月
30
日
ま
で
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
平
成
29
年
１
月
15
日
ま

で□問
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
☎
922　
・
２
８
６
１

消
防
出
初
式

□日
平
成
29
年
１
月
８
日
㈰　

午
前
９
時
45

分
〜

□場
三
郷
市
文
化
会
館
前
（
荒
天
時
は
文
化

会
館
内
）

□内
消
防
特
別
演
技
、
三
郷
鳶
組
合
に
よ
る

木
遣
り
・
は
し
ご
乗
り
ほ
か
（
手
話
通
訳

あ
り
）

□問
消
防
総
務
課
☎
952
・
１
２
１
５

ク
リ
ス
マ
ス
映
画
会

□日
12
月
18
日
㈰　

午
前
10
時
〜
、
午
後
１

時
30
分
〜

□場
中
央
公
民
館
ホ
ー
ル

□対
幼
児
以
上

□内
「
ミ
ニ
オ
ン
ズ
」
上
映
予
定

□定
400
人
（
当
日
先
着
順
）

□費
無
料

□問
中
央
公
民
館
☎
981
・
１
２
３
１

キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
野
鳥
の
森
・
花
田

苑
・
こ
し
が
や
能
楽
堂
無
料
開
園

□日
平
成
29
年
１
月
１
日
㈷
・
２
日
㈪　

午

前
10
時
〜
午
後
４
時

□場
キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
野
鳥
の
森
、
こ
し

が
や
能
楽
堂

※

キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
野
鳥
の
森
の
入
園

は
午
後
３
時
30
分
ま
で
、
花
田
苑
の
入
園

は
午
後
３
時
ま
で

□問
キ
ャ
ン
ベ
ル
タ
ウ
ン
野
鳥
の
森
☎
979
・

０
１
０
０
、
花
田
苑
☎
962
・
６
９
９
９
、

こ
し
が
や
能
楽
堂
☎
964
・
８
７
０
０

New Year Concert 

２
０
１
７

ウ
ィ
ー
ン
・
リ
ン
グ
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル 

□日
平
成
29
年
１
月
14
日
㈯　

午
後
２
時

（
午
後
１
時
30
分
開
場
）

□場
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ

□内
Ｊ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
Ⅱ
：
皇
帝
円
舞
曲

な
ど

□費
（
全
席
指
定
）
大
人
６
０
０
０
円
、
高

校
生
以
下
３
５
０
０
円※

未
就
学
児
は
入

場
不
可

□問
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ
☎
992
・
１
０

０
１

■
一
般
書

「
五
つ
星
を
つ
け
て
よ
」　
　
　
　
　
　

奥
田　

亜
希
子　

著

「
虚
実
妖
怪
百
物
語　

序
」　
　
　
　
　

京
極　

夏
彦　

著

「
す
み
な
れ
た
か
ら
だ
で
」　
　
　
　
　

窪　

美
澄　

著

「
継
続
捜
査
ゼ
ミ
」　
　
　
　
　
　
　
　

今
野　

敏　

著

「
浮
遊
霊
ブ
ラ
ジ
ル
」　
　
　
　
　
　
　

津
村　

記
久
子　

著

「
ス
マ
イ
リ
ン
グ
！
」　
　
　
　
　
　
　

土
橋　

章
宏　

著

■
児
童
書

「
に
っ
ぽ
ん
の
お
か
ず
」　
　
　
　
　
　

白
央　

篤
司　

著

「
日
本
と
世
界
の
祭
り
」　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

小
学
館　

編

「
サ
バ
ン
ナ
の
い
ち
に
ち
」　
　
　
　
　

斉
藤　

洋　

さ
く

「
シ
ャ
ク
ル
ト
ン
の
大
漂
流
」　
　
　
　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
グ
リ
ル　

作

「
ほ
し
じ
い
た
け
ほ
し
ば
あ
た
け
」　
　

石
川　

基
子　

作
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八
幡
・
八
條
図
書
館 

10
日
㈫
・
16
日
㈪
・
23
日
㈪
・
30
日
㈪

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口

毎
週
土
・
日
曜
日
・
９
日
㈷

12
月
29
日
㈭
〜
平
成
29
年
１
月
４
日
㈬

※

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口
の
み
１
月
４

日
㈬
か
ら
開
館
し
ま
す
。

■
１
月
の
休
館
日

■
年
末
年
始
休
館
日

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の

一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

おしらせHOTコーナー

行
とっ
て
み
た
い
な

な
り
ま
ち

三
郷
市

松
伏
町

草
加
市

越
谷
市

と
び

　特定健診の結果をもとに、生活習慣病のリスクがある方を対象
に、特定保健指導のお知らせを送付しています。
　自分の健康状態を見つめ直す良い機会ですので、ぜひお気軽に
ご利用ください（利用は無料です）。

特定保健指導で生活習慣の見直しを！特定保健指導で生活習慣の見直しを！

□問国保年金課☎○内 ８２５

　以前に消費者金融業者から借金をしましたが、取り立てもされなか
ったので返していませんでした。ここ7、8年何もありませんでしたが、
最近、消費者金融業者から借金の返済を求める手紙が届きました。

　借金の消滅時効を援用することで、返済を免れることができる可能
性があります。
1．消滅時効について
　民法には、一定期間の経過により権利を消滅させる制度がありま
す。これを、「消滅時効」と言います。この制度は，権利の上に眠る
者は保護に値せずという考え方に基づくといわれています。
　原則的な消滅時効の期間は、権利を行使することができるときから
10年ですが、消費者金融業者など「商人」の貸付の場合には、例外的
に消滅時効の期間が５年に短縮されています。
　時効は、相手に時効の利益を受ける意思を主張して初めて効果を生
じます（これを「援用」といいます）。時効の援用は、いつしたのか
記録に残る形（内容証明郵便など）で行うのが一般的です。
2．消滅時効が完成しない場合について
　もっとも、消滅時効の制度の中に、「中断」という定めがありま
す。消滅時効が中断すると、これまで進行していた時効期間は振出し
に戻ります。例えば、裁判を起こされたり、借主に（一部でも）お金
を返した場合に時効は中断します。
　また、仮に消滅時効の期間が経過した後であっても、例えば、貸主
に（一部でも）お金を返したり、返す約束をした場合、貸主にお金を
返してもらえるとの信頼が生まれてしまいますので、時効を援用する
ことはできなくなります（この場合も、進行していた時効期間は振出
しに戻ります）。
　この事例では、ここ7、8年何もなかったので、時効を援用すれば、
法律上、借金の返済義務が消滅します。　　　　　　　　　　　

□問埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　太田（弁護士）

吉
川
市

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
８
日
㈰
・
15
日
㈰
・
29
日

㈰　

午
前
11
時
〜

▼
一
般
向
け
＝
８
日
㈰
・
９
日
㈷
・
29
日

㈰　

午
後
２
時
〜

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
８
日
㈰
・
22
日
㈰　

午
後

２
時
〜

※

上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
、
図
書
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
１
月
の
上
映
会
の
日

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

　

い
つ　
　
　

ぼ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

お
く   

だ　
　
　
　

あ　

  

き　

 

こ

　

う
そ
ま
こ
と
よ
う 

か
い 

ひ
ゃ
く
も
の
が
た
り　
　

 

じ
ょ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　

 

き
ょ
う
ご
く　
　

   

な
つ 

ひ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　

 　
　
　
　

  

く
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み  

す
み

　

け
い 

ぞ
く  

そ
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さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　

   

こ
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び
ん

    

ふ　

ゆ
う 

れ
い
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む
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こ

   　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　

  

ど  

ば
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あ
き 

ひ
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は
く 

お
う　
　

   

あ
つ  

し

　

  

に　

ほ
ん　
　
　

 

せ   

か
い　
　
　

ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

し
ょ
う
が
っ
か
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さ
い  

と
う　
　

 

ひ
ろ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

だ
い
ひ
ょ
う
り
ゅ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　

 

い
し 

か
わ　
　
　

も
と   

こ

法律相談コラム法律相談コラム
法律相談などで多い事例とそのアドバイス

貸
付
資
金
の
種
類

貸
付
の
申
請

対
象
者

事例

問題点と解決策

時効について

死
亡
、
ま
た
は
配
偶
者
と
離
婚
し
、
現
に

結
婚
し
て
い
な
い
方
▼
配
偶
者
の
生
死
が

不
明
、
ま
た
は
配
偶
者
か
ら
１
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る
方
▼
配
偶
者
が
外
国
に
い

る
た
め
、
そ
の
扶
養
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
▼
配
偶
者
が
精
神
ま
た
は
身
体

の
障
が
い
に
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
働
け

な
い
方
▼
配
偶
者
が
法
令
に
よ
り
拘
禁
さ

れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
扶
養
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
▼
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で

母
と
な
り
、
現
に
結
婚
し
て
い
な
い
方

②
父
母
の
な
い
、
20
歳
未
満
の
子

③
寡
婦
（
か
つ
て
母
子
家
庭
の
母
で
あ
っ

た
方
で
、
現
在
も
①
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
）

④
離
婚
な
ど
で
配
偶
者
の
い
な
い
40
歳
以

　

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
お
よ
び
父
子
家

庭
の
お
父
さ
ん
、
寡
婦
の
方
の
経
済
的
自

立
や
、
扶
養
し
て
い
る
お
子
さ
ん
の
福
祉

増
進
の
た
め
に
、
必
要
な
資
金
を
お
貸
し

す
る
制
度
で
す
。

　

就
学
支
度
、
修
学
、
修
業
、
就
職
支
度
、

技
能
習
得
、
医
療
介
護
、
生
活
、
転
宅
、

住
宅
、
事
業
開
始
、
事
業
継
続
、
結
婚

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
母
子
家
庭
の
母
お
よ
び
父
子
家
庭
の
父

（
20
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
）
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
▼
配
偶
者
が

上
の
女
性
で
あ
っ
て
、
母
子
家
庭
の
母
ま

た
は
寡
婦
以
外
の
方

⑤
①
お
よ
び
③
に
該
当
す
る
方
の
子
（
修

学
資
金
・
就
学
支
度
資
金
・
修
業
資
金
・

就
職
支
度
資
金
の
み
）※
母
子
家
庭
の
お

母
さ
ん
や
父
子
家
庭
の
お
父
さ
ん
ま
た
は

寡
婦
の
方
が
連
帯
保
証
人
と
し
て
の
要
件

（
収
入
、
資
産
な
ど
）
を
満
た
し
て
い
る

場
合
に
限
り
ま
す
。

　

ま
た
、
対
象
者
の
③
ま
た
は
④
の
方
で

現
在
お
子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い
な
い
方
に

つ
い
て
は
、
前
年
の
所
得
（
１
月
１
日
〜

５
月
31
日
ま
で
の
間
に
申
請
す
る
場
合
は

前
々
年
の
所
得
）
が
、
203
万
６
０
０
０
円

以
下
の
方
が
対
象
で
す
。

　

子
育
て
支
援
課
で
受
け
付
け
後
、
埼
玉

県
東
部
中
央
福
祉
事
務
所
（
☎
048
・
737
・

２
１
３
２
）
で
調
査
・
審
査
し
決
定
し
ま

す
。

□問
子
育
て
支
援
課
☎
○内
４
２
７

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
資
金

貸
付
制
度

　特定保健指導を利用して、高い効果が得られた
方をご紹介します。

特定保健指導の効果を紹介！

60代男性の例

利用前 67.4kg 300mg/dl
利用後 63.6kg 120mg/dl
効果 －3.8kg －180mg/dl

体重 中性脂肪


